
 

令和 6年 3月 豊見城市立長嶺中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊見城市立長嶺中学校 いじめ防止基本方針（行動計画）全体図 

（法：いじめ防止対策推進法） 

豊見城市のいじめ防止基本方針 

国のいじめ防止基本方針 

沖縄県のいじめ防止基本方針 （法第 12 条） 

（法第 12 条） 

（法第 11 条） 

長嶺中 いじめ防止基本方針 （法第 13 条） 

 

１ 基本的な考え方 

２ いじめ定義 

３ 本校のいじめの現状 

４ いじめの防止に向かう学校の姿勢 

Ⅰ 対策の基本的な方向 

 

１ いじめを未然に防止するための取組 

２ いじめの早期発見に向けての取組 

３ いじめの早期解決に向けての取組 

４ いじめ問題に取り組むための校内組織 

５ 機能的な組織体制 

６ 重大事態への対処 

７ 校内研修の充実 

８ 地域や家庭、関係機関との連携 

９ 検証と評価 

Ⅱ 対策の内容 

いじめ防止・いじめ根絶 

いじめ防止等のサイクル 

早期発見 

未然防止 

早期解決 

・・・・・・ 

・・・・   

・・・・  

・・・・・ 

いじめを許さない雰囲気 

自己有用感・道徳・人権相談 

アンケート・教育相談 

日頃の情報収集・相談窓口 

いじめられた生徒への支援 

いじめた生徒への対応 

集団への働きかけ 

校内研修 

地域・家庭・関係機関との連携 
その後の指導 

いじめの要因となるストレスを取り除く 

・・・・   わかる授業づくり 

・・・・   だれにも活躍の場がある集団づくり 

・・・・   聴きあい、学びあい、支えあう仲間づくり 

・・・・   自己有用感・自己肯定感の育成 

授業についていけない焦りや劣等感などを持たせない授業づくり 

学級経営、部活動、ボランティア活動など 

人間関係プログラムの充実と活用 

他者の役に立っていると感じることのできる機会を与える 

一人ひとりを大切にした教育活動 

 

 ｢いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当

該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の

対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

いじめの定義 （法第 2 条） 

 
 ｢児童等は、いじめを行ってはならない。｣ 

いじめの禁止 

 

24 件のうち 20 件が解消と判断された 
残りの  件も指導済で解消に向かっている。まだ 3 カ月を経過していない。 

いじめ解消の定義 

・いじめに係る行為が、少なくとも 3 カ月以上、止んでいること 

・被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

本校のいじめの現状 

（法第 4 条） 

 

 

 
 

１ 開催日 毎週火曜 4 校時及び随時 

２ 基本構成員 

① 校長 ② 教頭 ③ 生徒指導主任 

④ 各学年生徒指導担当 ⑤ 養護教諭 

⑥ スクールソーシャルワーカー 

⑦ 特別支援教育支援員 

 

運営委員会（月の４） 

教育相談委員会（水の４） 

各学年担任会（毎週 1 回） 

各教科会  （毎月 1 回） 

いじめ防止等の対策のための 

校内常設組織 （法第 22 条） 

｢生徒指導委員会｣ 校内組織との連携 

 

定期的な調査 

 

 

臨時的な調査 

いじめ調査 

・・・・・・ Q-Uテスト・学校評価アンケート・教育相談週間の個人

面談・安心してすごせる学校を目指すアンケート 
学校生活アンケート 
 
いじめアンケート 

重大事態への対処 （法第 28 条） 

事案発生・事案発生の疑い 

豊見城市教委組織による調査 

調査の実施（調査表例使用） 

調査結果の提供及び報告 

校内組織による調査 

豊見城市教育委員会の判断 

 

豊見城市立長嶺中学校（Tel850-1900） 

沖縄県警少年課サポートセンター（Tel862-0111） 

豊見城警察書(Tel850-0110) 

沖縄県中央児童相談所(Tel886-2900） 

こどもじんけん１１０ばん（Tel0120-007-110） 

那覇地方法務局人権擁護課(Tel098-854-1215) 

親子電話相談（Tel869-8753） 

主な関係機関・相談窓口 

①生徒指導委員会委員  

②派遣 SC  

③学校評議委員 

・・・・・・ 


